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日 時 令和８年１月２７日（火）  

 午前９時３０分       

場 所 美浦村役場 ３階 大会議室 

 

日   程 

 

１ 開会 

 

２ 付議事項 

  議案第１号 美浦村立学校管理規則の一部を改正する規則 

 

議案第２号 美浦村立学校事務職員の標準的な職務の内容及びその例並び 

に事務職員の職務の遂行に関する要綱 

 

  議案第３号 美浦村立学校における学校運営協議会に関する規則 

 

  議案第４号 美浦村地域学校協働活動推進員設置要綱 

 

  議案第５号 美浦村低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世 

帯以外の低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱 

 

  議案第６号 美浦村小中学校入学祝金支給要綱 

 

３ その他 

 

４ 閉会 
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議案第１号 

 

美浦村立学校管理規則の一部を改正する規則 

 

 上記の議案を下記のとおり提出する。 

 

  令和８年１月２７日提出 

 

美浦村教育委員会教育長  小 松 正 樹   

 

 

 

 

 

 

 

 

美浦村立学校管理規則の一部を改正する規則 

 

 美浦村立学校管理規則（昭和４８年美浦村教育委員会規則第２号）の一部を次

のように改正する。 

 

第１６条に次の１条を加える。 

（事務職員の標準的な職務内容） 

第１６条の２ 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図るため、標

準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 

 附 則 

 この規則は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
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美浦村立学校管理規則新旧対照表 

現行 改正後（案） 

（主任、主事及び技手等） 

第１６条 学校に、次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職をおく。 

職 職務 

主任 
相当の知識又は経験を要する一般事務又は

一般技術 

主事 一般事務 

事務補 事務的用務 

技師 学校給食の一般技術 

技師補 学校給食の定型的な一般技術 

技手 一般技能又は一般労務 

学校用務手 学校の環境の整備その他の用務 

調理師 給食調理 

２ 前項の職のうち、主任は事務職員又は学校栄養職員を、主事及び主事

補は事務職員、技師及び技師補は学校栄養職員を、その他の職は、学校

教育法（昭和２２年法律第２６号)第３７条第２項（同法第４９条にお

いて準用する場合を含む。）に規定するその他の職員をもってこれに充

てる。 

３ 第１項の職にある者は、主として同項の表の右欄に掲げる職務を行

うものとする。 

                 

                                 

                                 

              

（主任、主事及び技手等） 

第１６条 学校に、次の表の左欄に掲げる職のうち必要な職をおく。 

職 職務 

主任 
相当の知識又は経験を要する一般事務又は

一般技術 

主事 一般事務 

事務補 事務的用務 

技師 学校給食の一般技術 

技師補 学校給食の定型的な一般技術 

技手 一般技能又は一般労務 

学校用務手 学校の環境の整備その他の用務 

調理師 給食調理 

２ 前項の職のうち、主任は事務職員又は学校栄養職員を、主事及び主事

補は事務職員、技師及び技師補は学校栄養職員を、その他の職は、学校

教育法（昭和２２年法律第２６号)第３７条第２項（同法第４９条にお

いて準用する場合を含む。）に規定するその他の職員をもってこれに充

てる。 

３ 第１項の職にある者は、主として同項の表の右欄に掲げる職務を行

うものとする。 

（事務職員の標準的な職務内容） 

第１６条の２ 教育長は、事務職員の校務運営への参画の促進等を図る

ため、標準的な職務の内容その他事務職員の職務の遂行に関し必要な

事項を定めるものとする。 
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議案第２号 

 

 美浦村立学校事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職 

員の職務の遂行に関する要綱 

 

 上記の議案を下記のとおり提出する。 

 

  令和８年１月２７日提出 

 

美浦村教育委員会教育長  小 松 正 樹   

 

 

 

 

 

 

 

 

美浦村立学校事務職員の標準的な職務の内容及びその例並びに事務職 

員の職務の遂行に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、美浦村立学校管理規則（昭和４８年美浦村教育委員会

規則第２号）第１６条の２の規定に基づき、事務職員の標準的な職務の内

容及びその例を明らかにすることを通じ、校務運営により主体的・積極的

に参画し、その専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的

とする。 

（事務職員の標準的な職務の内容及びその例） 

第２条 事務職員の標準的な職務の内容及びその例（以下「標準職務例」と

いう。）は、別表第１に掲げるとおりとする。 

（事務職員が他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、参画する職務の 

内容及びその例） 

第３条 事務職員が他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門

性を生かして、積極的に参画する職務の内容及びその例は、別表第２に掲

げるとおりとする。 

（事務職員の職務の遂行に係る留意事項） 

第４条 事務職員の職務の遂行に際し、校長が留意すべき事項は次に掲げる

とおりとする。 

(1) 別表第１に掲げる標準職務例は、校務の中で主として事務職員が担う 

職務の範囲を示したものであり、業務の内容によっては、管理職や教諭 

等と連携・協働しながら担う内容も含まれること。 

(2) 別表第２に掲げる職務例は、事務職員が他の教職員との適切な業務の 
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連携・分担により、その専門性を生かして、積極的に参画する職務の内容 

を例示したものであり、校長が校務分掌に位置付ける場合には、事務職 

員の職務段階、経験年数、学校規模、地域等の実情を踏まえること。 

(3) 校長は、標準職務例を参考に、校務分掌を定め、又は見直すこと。 

(4) 事務職員が、職務を実施するに当たっては、校務分掌に基づき事務職 

員と他の教職員間で適切に役割分担を図るとともに、専門スタッフ、外部 

人材等との分担、連携・協働等が求められること。 

(5) 標準職務例に具体的な職務として掲げていない職務であっても、学校 

規模、職員の配置数、経験年数、各学校・地域等の実情に応じて事務職員 

が担うことが必要と校長が認める職務については、標準職務例に具体的 

に掲げている職務を整理及び精選した上で校務分掌に位置付けることが 

可能であること。 

(6) 校長は、学校組織で唯一の総務・財務等に通じる専門職である事務職 

員が、他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かし 

て学校の事務を一定の責任をもって自己の担任事項として取り扱うとと 

もに、より主体的・積極的に校務運営に参画することを目指すこと。 

 

   附 則 

 この訓令は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 
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別表第１（第２条関係） 

 事務職員の標準的な職務の内容及びその例 

区分 職務の内容 職務の内容の例 

総務 就学支援に関すること 就学援助・就学奨励に関する事務 

学籍に関すること 児童・生徒の転出入等学籍に関する事 

務 

諸証明発行に関する事務 

教科書に関すること 教科書給与に関する事務 

調査及び統計に関する 

こと 

各種調査・統計に関する事務 

文書管理に関すること 文書の収受・保存・廃棄事務 

校内諸規定の制定・改廃に関する事務 

教職員の給与、福利厚 

生に関すること 

給与、諸手当の認定、旅費に関する事 

務 

任免・服務に関する事務 

人事異動に関する事務 

福利厚生・公務災害に関する事務 

財務 予算・経理に関するこ 

と 

予算委員会の運営 

予算の編成・執行に関する事務 

契約・決算に関する事務 

学校徴収金に関する事務（教育委員会 

と連携） 

補助金・委託料に関する事務 

監査・検査に関する事務 

管財 施設・設備及び教具に 

関すること 

施設・設備及び教具（ＩＣＴ に関する 

ものを含む。以下同じ。）の整備及び維 

持・管理に関する事務 

教材、教具及び備品の整備計画の策定 

事務全般 事務全般に関すること 

 

事務全般に係る提案、助言（教職員等 

への事務研修の企画・提案等） 

学校事務の統括、企画及び運営 

共同学校事務室の運営に関すること 

事務職員の人材育成に関すること 
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別表第２（第３条関係） 

他の教職員との適切な業務の連携・分担の下、その専門性を生かして、積 

極的に参画する職務の内容及びその例 

区分 職務の内容 職務の内容の例 

校務運営 学校の組織運営に関す 

ること 

企画運営会議への参画 

各種会議・委員会への参画・運営 

学校経営方針の策定への参画 

業務改善の推進 

教育活動に関すること 

 

カリキュラム・マネジメントの推進に 

必要な人的・物的資源等の調整・調達 

等（ＩＣＴを活用した教育活動に資す 

るものを含む。） 

教育活動における ICT の活用支援 

学校行事等の準備・運営への参画 

学校評価に関すること 自己評価・学校関係者評価等の企画・ 

集計・結果分析等 

保護者、地域住民、関係 

機関等との連携及び協 

力の推進に関すること 

学校と地域の連携・協働の推進（学校 

運営協議会の運営、地域学校協働本部 

等との連絡調整等） 

学校施設の地域開放に関する事務 

保護者、専門スタッフ、関係機関等と 

の連絡調整 

危機管理に関すること コンプライアンスの推進 

学校安全計画や学校防災計画等の各 

種計画等の策定 

危険等発生時対処要領（危機管理マニ 

ュアル）の作成・改訂 

安全点検の実施 

情報管理に関すること 

 

情報公開、情報の活用 

広報の実施 

個人情報保護に関する事務等 

その他 その他職務 校長が必要と認める職務 
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議案第３号 

 

美浦村立学校における学校運営協議会に関する規則 

 

 上記の議案を下記のとおり提出する。 

 

  令和８年１月２７日提出 

 

美浦村教育委員会教育長  小 松 正 樹   

 

 

 

 

 

 

 

 

美浦村立学校における学校運営協議会に関する規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１

年法律第１６２号）第４７条の５に規定する学校運営協議会（以下「協議

会」という。）について、必要な事項を定める。 

（趣旨） 

第２条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する

機関として、美浦村教育委員会（以下「教育委員会」という。）及び校長の

権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や、保護者及

び地域住民等による学校運営への支援・協力を促進することにより、学校

と保護者及び地域住民等との間の信頼関係を深め、学校運営の改善や児童

生徒の健全育成に取り組むものとする。 

（設置） 

第３条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校

ごとに協議会を置くものとする。ただし、小中一貫教育又は中高一貫教育

を施す場合その他教育委員会が二以上の学校の運営に関し相互に密接な連

携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会

を置くことができる。 

２ 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運

営への必要な支援に関して協議する学校（以下「対象学校」という。）を明

示し、当該対象学校に対して通知するものとする。 

３ 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学

校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住

民の意見を聞くものとする。 
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（学校運営に関する基本的な方針の承認） 

第４条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な

方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。 

(1) 教育課程の編成に関すること 

(2) 学校経営計画に関すること 

(3) 組織編成に関すること 

(4) 学校予算の編成及び執行に関すること 

(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること 

２ 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校

運営を行うこととする。 

（学校運営等に関する意見の申し出） 

第５条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対

して、意見を述べることができる。 

２ 協議会は、第２条に定める趣旨を踏まえ、対象学校の職員の採用その他

の任用に関して別に定める事項について、教育委員会を経由し、茨城県教

育委員会に対して意見を述べることができる。 

３ 協議会は、前２項の規定により教育委員会に対して意見を述べるときは、

あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴取するものとする。 

（学校運営等に関する評価） 

第６条 協議会は、毎年度１回以上、対象学校の運営状況等について評価を

行うものとする。 

（住民の参画の促進等のための情報提供） 

第７条 協議会は、対象学校の運営について、地域住民等の理解、協力、参画

等が促進されるよう努めるものとする。 

２ 協議会は、次に掲げる目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運

営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供するよ

う努めなければならない。 

 (1) 対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関し、対象学校の所在

する地域の住民、対象学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者等の

理解を深めること 

 (2) 対象学校と前号に掲げる者との連携及び協力の推進に資すること 

（委員の任命） 

第８条 協議会の委員は１０名内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教

育委員会が任命する。 

(1) 保護者 

(2) 地域住民 

(3) 対象学校の運営に資する活動を行う者 

(4) 対象学校の校長 

(5) 対象学校の教職員 

(6) 学識経験者 

(7) 関係行政機関の職員 

(8) その他、教育委員会が適当と認める者 
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２ 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の

任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。 

３ 委員の辞職等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新た

な委員を任命するものとする。 

４ 委員は特別職の地方公務員の身分を有する。 

（守秘義務等） 

第９条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた

後も同様とする。 

２ 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。 

(1) 委員たるにふさわしくない非行をおこなうこと 

(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用す 

ること 

(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行う 

 こと 

（任期） 

第１０条 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。 

２ 第８条第３項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残

任期間とする。 

（報酬） 

第１１条 委員の報酬は別に定める。 

（会長及び副会長） 

第１２条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により、選出する。 

２ 会長が会議を招集し、議事を掌る。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その

職務を行うものとする。 

（議事） 

第１３条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊

急を要する場合においては、この限りでない。 

２ 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決

するところによる。 

（会議の公開） 

第１４条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。 

２ 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならな 

い。 

３ 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。 

（研修） 

第１５条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員

の役割及び責任等について正しい理解を得るため、必要な研修等を行うも

のとする。 

（協議会の適正な運営を確保するために必要な措置） 

第１６条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必
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要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くこと

によって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認

められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるも

のとする。 

２ 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うこと

ができるよう必要な情報提供に努めなければならない。 

（委員の解任） 

第１７条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解

任することができる。 

(1) 本人から辞任の申出があった場合 

(2) 第９条に反した場合 

(3) その他解任に相当する事由が認められる場合 

２ 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければなら

ない。 

 

   附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第４号 

 

   美浦村地域学校協働活動推進員設置要綱 

 

 上記の議案を下記のとおり提出する。 

 

  令和８年１月２７日提出 

 

美浦村教育委員会教育長  小 松 正 樹   

 

 

 

 

 

 

 

 

   美浦村地域学校協働活動推進員設置要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、社会教育法（昭和２４年法律第２０７号。以下「法」と

いう。）第９条の７第１項の規定に基づき、美浦村教育委員会（以下「教育

委員会」という。）が委嘱する地域学校協働活動推進員（以下「推進員」と

いう。）に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 推進員は、法第５条第２項の規定に基づく地域学校協働活動に関す

る事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民とその他関係者（以

下この条において「地域住民等」という。）と学校との情報の共有を図ると

ともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を

行う。 

 （設置） 

第３条 教育委員会は、推進員を置くことができる。 

 （定数） 

第４条 推進員の数は、地域の実情を考慮の上、３名程度とする。 

 （資格及び委嘱） 

第５条 推進員の委嘱は、次の各号に掲げる全ての資格要件に該当する者の

うちから、美浦村立小・中学校長又は生涯学習課長の推薦により、教育委員

会が委嘱する。 

(1) 地域において社会的信望がある者 

(2) 地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者 

 （委嘱期間及び委嘱の解除） 

第６条 推進員の委嘱期間は、委嘱を受けた日からその日が属する年度の末
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日までとする。ただし、再任は妨げない。 

２ 教育委員会は、推進員が次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めた

場合は、任期の満了前であっても委嘱を解くことができる。 

 (1) 心身の故障のため推進員の活動の継続に支障があり、又はこれに堪え

られないと認められる場合 

 (2) その他推進員としてふさわしくない行為を行ったと認められる場合 

 （活動内容） 

第７条 推進員の活動内容は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 (1) 地域の教育課題解決に必要な総合的な連絡調整に関する活動 

 (2) 地域及び学校の教育活動への支援や企画、参加促進に関する活動 

 (3) 学校運営協議会その他必要な協議体との連携調整に関する活動 

 (4) その他推進員の目的を達成するために必要な活動 

 （推進員協議会） 

第８条 教育委員会は、次の各号に掲げる事項を協議するため、必要に応じ

て推進員協議会を開催することができる。 

 (1) 推進員の活動及び教育課題等についての情報交換に関すること。 

 (2) 地域の教育課題等についての研究、協議、提言等に関すること。 

 (3) その他推進員の目的を達成するため必要な事項に関すること。 

 （守秘義務） 

第９条 推進員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も同様とする。 

 （事務局） 

第１０条 推進員及び推進員協議会の庶務は、教育委員会生涯学習課におい

て処理する。 

 （委任） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、推進員に関し必要な事項は、教育

委員会が別に定める。 

 

   附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 
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議案第５号 

 

美浦村低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯以外の 

低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱 

 

 上記の議案を下記のとおり提出する。 

 

  令和８年１月２７日提出 

 

美浦村教育委員会教育長  小 松 正 樹   

 

 

 

 

 

 

 

 

美浦村低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯以外の 

低所得の子育て世帯分）支給事業実施要綱 

 

第１条 物価高騰による影響が長期化する中で、その影響を強く受けている

低所得の子育て世帯は、心身等に特に大きな困難を抱えている。物価高騰

等の影響を受けて困難に直面している低所得の子育て世帯（ひとり親世帯

を除く。）を見舞う観点から、子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世

帯以外の低所得の子育て世帯分）支給事業に関し、必要な事項を定める。 

（支給要件） 

第２条 美浦村（以下「村」という。）は、前条の目的を達成するため、この

要綱の定めるところにより、茨城県低所得の子育て世帯に対する生活応援

特別給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）（以下「本給付金」

という。）を、第３条第２項に規定する対象児童（本給付金の支給額の算定

の基礎となる児童をいう。以下同じ。）を養育する者であって、第１号に規

定する養育要件に該当し、かつ、第２号に規定する所得要件に該当する者

（以下「支給対象者」という。）に対して支給する。 

(1) 以下の養育要件に該当すること。 

令和８年１月分の児童手当（児童手当法（昭和４６年法律第７３号） 

による児童手当（同法附則第２条第１項に規定する特例給付を含む。） 

をいう。以下同じ。）の受給者（ただし、同法１７条に規定する公務員 

である者を除く。） 

(2) 以下の所得要件に該当すること。 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による令和６年分の市町

村民税均等割（同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。）が課さ
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れていない者又は市町村（特別区を含む。以下同じ。）の条例で定めると

ころにより当該市町村民税均等割を免除された者 

２ 前項の規定にかかわらず、本給付金は、次の表の左欄に掲げる場合につ

いて、それぞれ同表の右欄に掲げる者に対して支給する。ただし、支給対象

者に対して本給付金の支給が決定されている場合には、この限りでない。 

令和８年１月１日以降、支給決

定前までの間に支給対象者が死亡

した場合（この規定により本給付

金を支給される者が、本給付金の

支給決定前に死亡した場合を含

む。） 

左欄に掲げる者が死亡した日の

属する月の翌月分の、当該死亡し

た者に係る支給要件児童（児童手

当法第４条第１項第１号に規定す

る支給要件児童をいう。）に係る

児童手当の支給を受ける者その他

これに準ずるものとして適当と認

められる者 

３ 前２項の規定にかかわらず、次の各号に該当する者には、本給付金を支

給しない。 

(1) 児童手当法第４条第１項第４号に規定する小規模住居型児童養育事業 

を行う者 

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者 

(3) 法人 

（本給付金の支給額等） 

第３条 本給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童１人につき、

５万円とし、１回に限り支給する。ただし、茨城県低所得の子育て世帯生活

応援特別給付金（ひとり親世帯分）（以下「ひとり親世帯給付金」という。）

の支給額の算定の基礎とされた児童は、対象児童から除かれるものとする。 

２ 本給付金の対象児童は、平成１９年４月２日から令和７年１２月３１日

までの間に出生した児童（日本国内に住所を有するもの又は児童手当法施

行規則（昭和４６年厚生省令第３３号）第１条で定める理由により日本国

内に住所を有しないものに限る。）とする。 

（村が支給を実施する支給対象者の範囲） 

第４条 村は、令和８年１月分の児童手当の受給資格を認定している者に対

して、本給付金を支給することとする。 

（支給の方式）  

第５条 村長は、令和８年１月分の児童手当の受給者に対し、本給付金の支

給の申入れを行う。 

２ 支給対象者は、支給を希望しない場合、別紙様式第１号の給付金受給拒

否の届出書により届出を行う。 

３ 村長は、第１項の支給の申入れ後、支給を決定し、次の各号に掲げる方

式のいずれかにより、速やかに支給対象者に対し、本給付金を支給する。こ

の場合、第３号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設して

いないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第

１号又は第２号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。 

(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り 
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込む方式 

(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が村に別紙様 

式第２号の支給口座登録等の届出書を提出し、村が当該届出を受けた指定

口座に振り込む方式 

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給 

対象者が村に別紙様式第２号の支給口座登録等の届出書を提出し、村が 

当該窓口で現金を交付することにより支給する方式 

（不当利得の返還） 

第６条 村長は、本給付金の支給後に支給対象者の要件に該当していないこ

とが判明した場合、又は偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受

けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求める。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第７条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはな

らない。 

（その他） 

第８条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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本人確認書類添付箇所

※運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し

様式第１号(第５条関係)

美浦村低所得の子育て世帯生活応援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）　受給拒否の届出書

美浦村長殿

1 　私は、「美浦村低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯以外
分）」の受給について拒否することを、ここに届け出ます。

2 　本届出により、「美浦村低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯
以外分）」の受給を拒否する者が本人であることを証明するため、本人確認資料を
下欄に貼付し提出します。

    　　　年　　　月　　　日

届出者住所

届出者氏名

届出者連絡先　　　　　　　　　　（　　　　　　）

市町村

受付印
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美浦村長殿

年 月 日

※下欄の事項に誓約・同意の上、届出します。

※振込先金融機関口座確認書類を添付してください（下欄を確認してください）。

【受取口座記入欄】

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

『美浦村低所得の子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯以外分）

支給口座登録等の届出書』（本書）

※ 必要事項をご記入ください。

『受取口座を確認できる書類の写し（コピー）』 （※「２．新規振込先指定口座」で「ア」を選択した場合に限る。）

※

『届出者本人確認書類の写し（コピー）』

※

様式第２号（第５条関係）

美浦村低所得の子育て世帯生活応援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）支給口座登録等の届出書

美浦村低所得の子育て世帯生活応援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）支給市町村

１．届出者

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生 年 月 日 現　　　　住　　　　所

氏　　　　　名

電話　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　

※金融機関の口座がつくれない方等、どうしても口座による受け取りが出来ない方のみとなります。本人確認資料を裏面に添付してください。

【誓約・同意事項】（チェック欄（□）に『✓』を入れてください。）

1.銀行

2.金庫

3.信組

4.信連

5.農協

6.漁協

7.信漁連

本・支店

本・支所

出張所
1普通

2当座

※「１．届出者」名義に限る。
　　　　 ※通帳の表記に合わせてください。

２．新規振込先指定口座（児童手当を受給しているご本人名義の 口座に限ります。）

金融機関コード 支店コード

□ イ　窓口での現金支給を希望

□ ア　指定の金融機関口座（原則、１．の届出者の口座とします。）への振込みを希望

金　融　機　関　名 支 店 名 分類
口 座 番 号

（右詰めでお書きください。）

口　座　名　義（フリガナのみ）

□
村が支給決定をした後、届出書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和８年○月○日までに、村が届出者に連
絡・確認できない場合に、本給付金（ひとり親世帯以外分）が支給されないことに同意します。

提出書類

通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し（コピー）をご用
意ください。

届出者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し（コピー）をご用意く
ださい。

市町村

受付印
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議案第６号 

 

美浦村小中学校入学祝金支給要綱 

 

 上記の議案を下記のとおり提出する。 

 

  令和８年１月２７日提出 

 

美浦村教育委員会教育長  小 松 正 樹   

 

 

 

 

 

 

 

 

   美浦村小中学校入学祝金支給要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童が小学校、中学校に入学する際に、入学を祝福し、

入学時における家庭の経済的負担を軽減するとともに、児童の健全な育成

を支援するため支給する小中学校入学祝金（以下「入学祝金」という。）の

支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、「保護者」とは、次の各号に掲げる者をいう。 

(1) 児童の父又は母であって、その児童を監護し、かつ、これと生計を同 

じくする者 

(2) 児童の父又は母以外の者であって、その児童と同居してこれを監護し、 

かつ、その生計を維持する者 

２ この要綱において「支給対象者」とは、次の各号のいずれかに該当する

者をいう。 

(1) 児童が村内に住所を有し、学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第 

 １条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支 

援学校の小学部、中学部（以下「小中学校等」という。）に入学し、かつ、 

入学した年の入学式の日時点で村内に住所を有する保護者 

(2) 児童が村内に住所を有し、学校法人（私立学校法（昭和２４年法律第 

２７０号）第３条に規定する学校法人をいう。）に入学し、かつ、入学し 

た年の入学式の日時点で村内に住所を有する保護者 

(3) 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の４に規定する里親 

のうち、被措置児童が村内に住所を有し、小中学校等又は学校法人に入 

学し、かつ、入学した年の入学式の日時点で村内に住所を有する保護者 
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 (4) 前３号に準ずると村長が認めた者 

３ この要綱において「一般支給対象者」とは、前項に定める支給対象者の

うち、児童手当法（昭和４６年法律第７３号）第１７条第１項に規定する公

務員を除いた者をいう。 

４ この要綱において「公務員支給対象者」とは、第２項に定める支給対象

者のうち、児童手当法第１７条第１項に規定する公務員をいう。 

 （入学祝金の額） 

第３条 入学祝金の額は、次の各号のとおりとする。 

 (1) 小学校入学祝金 児童１人につき３万円 

 (2) 中学校入学祝金 児童１人につき５万円 

２ 義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校に入学する者は、前項の

規定を準用する。 

（入学祝金の支給等） 

第４条 村は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、入学祝

金を支給する。 

２ 村は、支給対象者に対し、入学祝金の支給の申入れを行う。 

３ 支給対象者は、前項の申入れを受けた際、支給を希望しない場合は、入

学祝金の受給の拒否を、別紙様式第１号により届け出ることができる。 

４ 村長は、第２項の申入れの日から１４日以内に前項の届出がないときは、

支給を決定し、第５条又は第６条に掲げる方式のいずれかにより、速やか

に支給対象者に対し、入学祝金を支給する。 

（一般支給対象者に対する支給の方式） 

第５条 一般支給対象者に対する村による支給は、次の各号に掲げる方式の

いずれかにより支給対象者に対し、入学祝金を支給する。この場合、第３号

に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、金

融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第１号又は第２号

に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。 

(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り 

込む方式 

(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が村に別紙様 

式第２号の支給口座登録等の届出書を提出し、村が当該届出を受けた指 

定口座に振り込む方式 

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給 

対象者が村に別紙様式第２号の支給口座登録等の届出書を提出し、村が当 

該窓口で現金を交付することにより支給する方式 

（公務員支給対象者に対する支給の方式） 

第６条 公務員支給対象者に対する村による支給は、次の各号に掲げる方式

のいずれかにより支給対象者に対し、入学祝金を支給する。この場合、第３

号に掲げる方式は、支給対象者が金融機関に口座を開設していないこと、

金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第１号又は第２

号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。 

(1) 児童手当支給口座振込方式 児童手当振込時における指定口座に振り 
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込む方式 

(2) 指定口座振込方式 前項の支給決定までに、支給対象者が村に別紙様 

式第２号の支給口座登録等の届出書を提出し、村が当該届出を受けた指 

定口座に振り込む方式 

(3) 窓口交付方式 口座への振込みによる支給が困難である場合に、支給 

対象者が村に別紙様式第２号の支給口座登録等の届出書を提出し、村が 

当該窓口で現金を交付することにより支給する方式 

（申請が行われなかった場合等の取扱い） 

第７条 村長が第４条第４項の規定による支給決定を行った後、村が把握す

る指定口座に入学祝金として支給を行う手続を行い、必要な調査及び通知

を行ったにもかかわらず、令和８年５月３１日までに指定口座への振込が

口座解約・変更等によりできない場合は、入学祝金の支給は行わない。 

（不当利得の返還） 

第８条 村長は、入学祝金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当して

いないことが判明した場合又は偽りその他不正の手段により入学祝金の支

給を受けた者に対し、支給を行った入学祝金の返還を求める。 

（受給権の譲渡又は担保の禁止） 

第９条 入学祝金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはな

らない。 

（その他） 

第１０条 この要綱の実施のために必要な事項は、村長が別に定める。 

 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 
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美浦村長殿

年 月 日

※下欄の事項に誓約・同意の上、届出します。

※振込先金融機関口座確認書類を添付してください（下欄を確認してください）。

【受取口座記入欄】

※ゆうちょ銀行を選択された場合は、「振込用の店名・預金種目・口座番号（7桁）」（通帳見開き下部に記載）をご記入ください。

※長期間入出金のない口座を記入しないで下さい。

『美浦村小中学校入学祝金支給口座登録等の届出書』（本書）

※ 必要事項をご記入ください。

『受取口座を確認できる書類の写し（コピー）』 （※「２．新規振込先指定口座」で「ア」を選択した場合に限る。）

※

『届出者本人確認書類の写し（コピー）』

※

□
村が支給決定をした後、届出書の不備による振込不能等の事由により支払が完了せず、かつ、令和８年５月３１日までに、村が届出者に連
絡・確認できない場合に、入学祝金が支給されないことに同意します。

提出書類

通帳やキャッシュカードの写し（コピー）など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し（コピー）をご用
意ください。

届出者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード（表面）、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し（コピー）をご用意く
ださい。

２．新規振込先指定口座（児童手当を受給しているご本人名義の 口座に限ります。）

金融機関コード 支店コード

□ イ　窓口での現金支給を希望

□ ア　指定の金融機関口座（原則、１．の届出者の口座とします。）への振込みを希望

金　融　機　関　名 支 店 名 分類
口 座 番 号

（右詰めでお書きください。）

口　座　名　義（フリガナのみ）

※金融機関の口座がつくれない方等、どうしても口座による受け取りが出来ない方のみとなります。本人確認資料を裏面に添付してください。

【誓約・同意事項】（チェック欄（□）に『✓』を入れてください。）

1.銀行

2.金庫

3.信組

4.信連

5.農協

6.漁協

7.信漁連

本・支店

本・支所

出張所
1普通

2当座

※「１．届出者」名義に限る。
　　　　 ※通帳の表記に合わせてください。

電話　　　　　　（　　　　　　）　　　　　　　　

様式第２号（第５条、第６条関係）

美浦村小中学校入学祝金支給口座登録等の届出書

美浦村小中学校入学祝金支給市町村

１．届出者

（　フ　リ　ガ　ナ　）
性別 生 年 月 日 現　　　　住　　　　所

氏　　　　　名

受付印


